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概要（「介護保険制度の見直しに関する意見」より）
○2040年には、65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療の複合ニーズを抱える85
歳以上人口が増加する。一方で、現役世代の生産年齢人口の減少も見込まれ、どのように介護を必
要とする高齢者を支えていくかが課題である。

○これに加えて、2040年に向けては、自治体・地域の規模によって、高齢化や人口減少のスピードに
は大きな差が生じることが見込まれ、地域によってサービス需要の変化は様々となる。

○このような中において、2040 年に向けて、「時間軸」・「地域軸」の両視点から、地域におけるサービス
供給の状況を踏まえつつ、人口減少・サービス需要の変化に応じ、「中山間・人口減少地域」、「大都
市部」、「一般市等」と主に３つの地域に分類して、その地域の状況に応じたサービス提供体制や支
援体制を構築していくことが重要である。

○「中山間・人口減少地域」については、サービス提供の維持・確保を前提として、利用者への介護サ
ービスが適切に提供されるよう、住民の理解の下、新たな柔軟化のための枠組みを設ける必要がある。
その際、当該枠組みが必要である地域に限定した対応とするため、対象となる地域を特定することが
適当である。

中山間・人口減少地域 高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する地域
大都市部 高齢者人口が2040年にかけて増加し続け、サービス需要が急増する地域
一般市等 高齢者人口が増減し、サービス需要の状況が2040年までの間に増加から

減少へ転じる地域 2



地域類型の特定について
○地域の類型の区分の考え方については、第10期介護保険事業計画期間に向けて、「介護保険事業
に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」において示されていく見込み。

○対象地域の範囲は、特別地域加算の対象地域を基本としつつ、さらに、地域の実情に応じた柔軟な
対応が可能となるよう、高齢者人口の減少に着目した範囲の考え方など、社会保障審議会介護給付
費分科会等で議論を行い、国において一定の基準が示されていく見込み。

○対象地域の特定については、新たな柔軟化のための枠組みの導入の検討に応じて、介護保険事業
（支援）計画の策定プロセスにおいて、市町村の意向を確認し、都道府県が決定することが適当。

⇒国の動向を踏まえ、市町ヒアリング等の機会を捉えて市町の意向を確認し、対象地域を決定する。
　※サービス量推計の作業への影響が見込まれ、R8.8～９頃までの決定が必要となる可能性がある。
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特別地域加算について 参考

　特別地域加算とは、離島や人口密度が著しく低い地域など、介護サービスの確保が困難な地
域に所在する介護サービス事業所を支援する加算を指す。

○厚生労働大臣が定める地域（平成24年3月13日厚生労働省告示第120号）（抄）

　・離島振興法により指定された離島振興対策実施地域

　・山村振興法により指定された振興山村

　・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に規定する
辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により公示された過疎地域
その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、
指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス並びに指定居宅介護支援及び基準該当居宅
介護支援並びに指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難
であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
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県内特別地域加算の対象地域のイメージ 参考

出典：国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト（https://nlftp.mlit.go.jp /）より得た振興山村、
　　　　 離島振興対策実施地域にかかるデータを用いて、静岡県GISにより県福祉長寿政策課にて作成。 5



参考
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